
忠別川浄水場横沈次亜注入ポンプ修繕業務

随意契約

地方公営企業法施行令第21条の13第1項第5号

札幌市東区北12条16丁目1番25号

㈱イワキ札幌営業所

\1,297,780円　（うち取引に係る消費税及び地方消費税\117,980円）

令和7年8月5日　から　令和7年12月12日　まで

上下水道部　浄水課　

令和7年8月5日　午後5時15分

円

一者特命の
随意契約と
した理由

契約する相手方㈱イワキ札幌営業所は，当該機器の製造元であり、専門の技
術を有していることから、迅速な修繕対応が可能であるため。（旭川市水道局
随意契約ガイドライン4(2)に該当）
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1 ㈱イワキ札幌営業所
1,179,800 決定

2 以下余白

契約期間

契約担当課

入札（見積）日時

入札（見積）結果

業者名 第１回 第２回
入札等の
執行状況

契約金額

入札（見積合せ）結果調書

件名

契約方法

及び根拠条項

契約の相手方


